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東京都介護職員等処遇改善加算取得促進支援事業

【その１】

介護職員等処遇改善加算制度の概要

令和７年版 介護サービス事業所向け解説動画

高齢分野



介護人材確保の
状況
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介護分野における人材確保の状況と労働市場の動向

図表はいずれも、厚生労働省老健局「介護人材
確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援に
ついて」より

○ 介護関係職種の有効求
人倍率は、依然として高い
水準にあり、全職業より高
い水準で推移している。

賃金構造基本統計調査によ
る介護職員の賃金の推移

介護職員の賃金は、全産業平均
を８．３万円下回っており、6.9万
円下回っていた前年より差が広
がっています。

介護関係職種の有効求人
倍率は全職業より高く、介
護人材の処遇改善を通じて
応募者を増やさなければな
りません。

高齢分野



介護人材の確保に向けた令和6年度から７年度にかけた動き

「「介護人材確保・職場環境改善等事業」のご案内」より

厚生労働省「一本化リーフレット」より

令和７年度中の要件整備を誓約することで、処遇改善加算の職場環境等要件を満たしたものとされます。また、介護人材確
保・職場環境改善等事業補助金を申請している事業所は、令和7年度中の職場環境等要件の適用が猶予されます。
処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅰ～Ⅲも令和７年度中の整備を誓約することで、要件を満たしたものとする扱いです。

旧処遇改善加算、旧特定処遇改善加算、旧ベース
アップ等加算から新処遇改善加算制度への一本化
と加算率の引上げが行われました。これは「令和６
年度に２.５％、令和７年度に２.０％のベースアッ
プ」を目指したものです。

令和６年度補正予算による介護人材確保・
職場環境改善等事業

令和６年６月の処遇改善加算制度の一本化
と加算率の引上げ

処遇改善加算を取得している事業所のうち、生産
性を向上し、更なる業務効率化や職場環境の改善
を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築する事業
所に対する支援策で、介護職員等の人件費（一時金
等）改善や職場環境改善（介護助手を募集するため
の経費、研修費等）に充てるための補助金が交付さ
れます。
この事業では、処遇改善加算の更なる取得促進を

あわせて実施するものとし、補助金を申請した場合、
処遇改善加算の職場環境等要件は、令和7年度中
の適用が猶予されます。

処遇改善加算の更なる取得促進（一部要件の弾力化）
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高齢分野



令和６年５月までは、算定要件や賃金改善の方法等が異なる介護職員処遇改善加算、介護職員等特
定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の三つの加算（以下、これらを総称するときは
「旧３加算」という）がありましたが、令和６年度介護報酬改定で一本化され、加算率も引き上げら
れています。

厚生労働省「一本化リーフ
レット」より

高齢分野

一本化後の現行処遇改善加算制度

令和６年６月の処遇改善加算制度の一本化と加算率の引上げ

一本化後の処遇改
善加算は４段階

一本化後の処遇改
善加算は、加算率が高
いものから順にⅠ～
Ⅳの４段階です。
令和6年度だけの経

過措置として、加算Ⅰ
～Ⅳに直ちに移行す
ることが困難な場合
の加算Ⅴが設けられ
ていましたが、令和７
年度からは廃止され
ています。
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処遇改善加算の加算率（サービス別・令和7年度）

厚生労働省「一本化概要・全体説明資料」より 4

右側の表が一本化後の令和6
年6月以降の加算率で、これは
令和7年度も同じです。左側の
表は令和6年5月までの旧3加
算の加算率を示しています。
一本化後の加算率は、どの

サービスでも一本化前の旧処
遇改善加算、旧特定処遇改善加
算、旧ベースアップ等加算の合
計を上回る水準に引き上げら
れています。

一本化とあわせて引上げら
れた加算率

令和6年度に増加した加算
額の一部繰り越し

令和６年度においては、介護
サービス事業者等の判断により、
同年度に令和５年度と比較して
増加した加算額の一部を令和７
年度に繰り越し、これを令和７
年度分の賃金改善に充てるこ
とが認められていました。
この扱いについては、後述し

ます。

高齢分野

（参考）令和6年5月までの一本化前の加算率

介護職員等処遇
改善加算

（一本化後の加算率）



旧３加算による賃金改善の職種間配分ルールは、加算ごとに異なっていましたが、処遇
改善加算制度の一本化により、職種間配分ルールも統一されています。

介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとしますが、事業所内で柔軟な

配分を認めます。

高齢分野

厚生労働省 老健局 老人保健課 「介護職員等の処遇改善について≪令和６年度介護報酬改定における介護職員処遇改善加算等の一本化等について≫」より

処遇改善加算による賃金改善の対象職種

賃金改善の職種間配分ルールを統一

処遇改善加算（Ⅰ～Ⅳ）による賃金改善の職種間配分ルール
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講師補足：一本化当時の資料のため「現行の」は「旧」と読み替えてください。



介護人材の処遇の状況（調査結果）

6厚生労働省サイト「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」より

高齢分野



国は、「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」の中で、次の
５つの視点から、福祉人材確保のために講ずべき措置を示しています。

厚生労働省サイト「福祉人材確保対策」より

①
就職期の若年層から魅力ある仕事として評価・選択されるようにし、さらには従事者の定着の
促進を図るための「労働環境の整備の推進」

②
今後、ますます増大する福祉・介護ニーズに的確に対応し、質の高いサービスを確保する観点
から、従事者の資質の向上を図るための「キャリアアップの仕組みの構築」

③
国民が、福祉・介護サービスの仕事が今後の少子高齢社会を支える働きがいのある仕事である
こと等について理解し、福祉・介護サービス分野への国民の積極的な参入・参画が促進される
ための「福祉・介護サービスの周知・理解」

④
介護福祉士や社会福祉士等の有資格者等を有効に活用するため、潜在的有資格者等の掘り起こ
し等を行うなどの「潜在的有資格者等の参入の促進」

⑤
福祉・介護サービス分野において、新たな人材として期待される、他分野で活躍している人材、
高齢者等の「多様な人材の参入・参画の促進」

まず、介護サービスが「魅力ある仕事として評価・選択される」には、労働環境の整備が欠かせま
せん（①の視点）。介護人材は人数だけ増やせばよいわけではなく、「質の高いサービスを確保」す
る必要がありますので、「従事者の資質の向上を図るための『キャリアアップの仕組みの構築』」が
求められます（②の視点）。

この①と②の視点は、処遇改善加算の算定要件につながります。

高齢分野

算定要件の基本となる考え方

国の指針が示す視点
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高齢分野

月額賃
金改善
要件Ⅰ

月額賃
金改善
要件Ⅰ

キャリ
アパス
要件Ⅰ

キャリ
アパス
要件Ⅱ

キャリ
アパス
要件Ⅲ

キャリ
アパス
要件Ⅳ

キャリ
アパス
要件Ⅴ

職場環境等要件

新加算
Ⅳの
1/2以
上の月
額賃金
改善

旧ベア
加算相
当の
2/3以
上の新
規の月
額賃金
改善

任用要
件・賃
金体系
の整備
等

研修の
実施等

昇給の
仕組み
の整備

改善後
の賃金
要件
（440
万円一
人以
上）

介護福
祉士等
の配置

区分ご
とに１
以上の
取組
（生産
性向上
は２以
上）

区分ご
とに２
以上の
取組
（生産
性向上
は３以
上）

HP掲
載等を
通じた
見える
化

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 〇 （〇） 〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇

介護職員等処遇改善加算Ⅱ 〇 （〇） 〇 〇 〇 〇 ― ― 〇 〇

介護職員等処遇改善加算Ⅲ 〇 （〇） 〇 〇 〇 ― ― 〇 ― ―

介護職員等処遇改善加算Ⅳ 〇 （〇） 〇 〇 ― ― ― 〇 ― ―

※ 表は講師作成

現行処遇改善加算（Ⅰ～Ⅳ）では、全区分共通で 赤枠 部分の算定要件を満たす必要があります。

現行処遇改善加算の算定要件

表は、処遇改善加算Ⅰ～Ⅳと算定要件との関係を示したものです。加算率が高い上位区分を受ける
ためには、多くの要件を満たす必要があります。現行処遇改善加算の算定要件は、キャリアパス要件、
職場環境等要件、月額賃金改善要件の三つに大別されます。

加算Ⅰ～Ⅳと算定要件との関係
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注 令和７年度の職場環境等要件は、処遇改善計画書において令和８年３月末までに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合
は、令和７年度当初から職場環境等要件を満たしたものと取り扱うこととして差し支えない。介護人材確保・職場環境改善等事業の申
請を行った場合は、令和７年度における職場環境等要件に係る適用を猶予。

注 （〇）は令和６年５月31日時点で現に旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等加算を算定していない事業所が、令和
８年３月31日までの間において、新規に処遇改善加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合に満たす要件。



厚生労働省「一本化リーフレット」より（令和６年度からの変更点について講師が一部加筆、修正）

加算Ⅰ

キャリアパス要件

Ⅰ～Ⅴ

加算Ⅱ

キャリアパス要件

Ⅰ～Ⅳ

加算Ⅲ

キャリアパス要件

Ⅰ～Ⅲ

加算Ⅳ

キャリアパス要件

Ⅰ・Ⅱ

加算区分に応
じたキャリア
パス要件

キャリアパス要
件Ⅰ・Ⅱは新加
算Ⅰ～Ⅳのすべ
てに求められる。

高齢分野

キャリアパス要件Ⅰ～Ⅲは、令和７年度内の対応を誓約することでも要件を満たしたものとされます。この経過措
置の適用を受けたとしても令和８年３月までには要件を整備しなければなりません。未対応の事業所は、国が示す作
成例（動画【その２】で紹介）などを参考に準備を進めてください。

現行処遇改善加算のキャリアパス要件

小規模事業所等で職種間の賃金バランスに配慮
が必要な場合などは、適用が免除されます。

Ｒ7年度中は年度内の対応の誓約で可

Ｒ7年度中は年度内の対応の誓約で可

Ｒ7年度中は年度内の対応の誓約で可
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高齢分野

月額賃金改善要件は、事業所が受けた加算の一定割合を毎月の給与で払うことを求めるもので、月額賃金改善要
件Ⅰは令和７年度から適用されています。
職場環境等要件は一本化前の旧加算（旧処遇改善加算、旧特定処遇改善加算）にもありましたが、令和７年度か

ら内容が見直され、求められる取組数も増えました。ただし、令和７年度中は誓約によることができるほか、介護
人材確保・職場環境改善等事業の申請を行った場合は適用が猶予されます。

月額賃金改善要件、職場環境等要件

厚生労働省「一本化リーフレット」より（令和６年度からの変更点について講師が一部加筆、修正）

10

Ｒ6年5月までに旧ベア加算未算定で、令和8年3月
までに加算Ⅰ～Ⅳの算定を受ける場合のみ適用

Ｒ7年度中は年度内の対応の誓約で可。また、介護人材確保・職場環境
改善等事業の申請を行った場合は適用を猶予

R6年まで加算による賃金改善の多くを一時金
で行っていた場合は、一時金の一部を基本給・毎
月の手当に付け替える対応が必要になる場合が
あります。（賃金総額は一定のままで可）



令和７年度中の要件整備  

  「処遇改善加算の更なる取得促進」として、職場環境等要件とキャリアパス要件Ⅰ～Ⅲについては、令和
７年度中の整備を誓約することで要件を満たしたものとされます。また、介護人材確保・職場環境改善等事
業補助金を申請している事業所は、令和7年度中の職場環境等要件の適用が猶予されます。これらの扱い
を受けている算定要件については、令和８年３月までに整備し、実際に取り組まなければなりません。

経験・技能のある介護職員への月額８万円の賃金改善要件がなくなった  

一本化前の旧特定処遇改善加算の要件であった経験・技能のある介護職員への月額８万円の賃金改善は
算定要件から外れ、「賃金改善後の賃金の見込額が年額440万以上であること」がキャリアパス要件Ⅳにな
りました。令和6年度は“月額８万円の賃金改善”でもキャリアパス要件Ⅳを満たすとされていたため、これ
で処遇改善加算Ⅱ以上を受けていた事業所は、令和7年度から経験・技能のある介護職員について“年額
440万円以上の賃金改善”に取り組まなければなりません。

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅲの「就業規則等の明確な根拠規程」の範囲が示された

「就業規則等」が「労働法規上の就業規則」を指すと明確に示されました（労働法規上の就業規則の作成
義務がない10人未満の事業所では、就業規則の代わりに内規等の整備・周知によることでも差し支えあり
ません）。令和7年度中に就業規則（賃金規程等を含む）についても整備が必要となります。

職場環境等要件と介護人材確保・職場環境改善等事業補助金の要件との整合

介護人材確保・職場環境改善等事業の補助金には、処遇改善加算の職場環境等要件と重なる取組を求め
た要件があり、職場環境等要件をこれと整合させることが必要です。

令和6年度から繰り越した加算額の配分

令和６年度の加算額の一部を令和７年度に繰り越した事業所は、令和7年度の加算額だけでなく、この繰
り越し分も令和7年度内の賃金改善実施期間で配分することが必要です。

令和７年度処遇改善加算の注意点
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高齢分野



厚生労働省「一本化概要・全体説明資料」より

高齢分野

令和６年度から繰り越した加算額の配分

令和6年度の加算額のうち、令和
7年度に繰り越した部分がある
ときは、その分を必ず令和7年度
の賃金改善実施期間内に配分し
てください。
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東京都委託事業 高齢分野
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